
振替払出証書 本人確認書類 

現金 

 

第１５回 隠岐の島ウルトラマラソン エントリー料返金について（ご案内） 

新緑の候、皆様には益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

このたびは、第１５回隠岐の島ウルトラマラソンにお申込みいただき誠に有り難うござ

いました。 

延期となりました今大会のエントリー料の返金について、ご案内させていただきます。 

返金は、下記のとおりゆうちょ銀行を通じて「振替払出証書」を送付し、皆様にお受け取

りいただく方法といたします。ご了承下さいますようお願い申し上げます。 
 

記 
 

１．振替払出証書の発送について 

令和２年６月上旬に、ゆうちょ銀行で発行し皆様へお届けします。 

なお、送付先のご住所について変更が必要な方は、５月２０日までに事務局まで

ご連絡をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．振替払出証書の換金について 

振替払出証書に住所・氏名等の必要事項を記載・押印し、本人確認書類（運転

免許証、健康保険証等）をご持参の上、ゆうちょ銀行または郵便局にて換金して

いただきますようお願いいたします。 

また、振替払出証書有効期限は６カ月ですので、お気を付けください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

隠岐の島ウルトラマラソンランナーの皆様へ 令和２年４月２８日 

封筒（振替払出証書） 
ゆうちょ銀行 

エントリーの際に 

登録いただいた 

ご住所 

お近くの郵便局 

またはゆうちょ銀行 

裏面の注意事項もご覧ください 

運転免許証 

各種保険証 等 

ランナーの皆様 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項 

振替払出証書のお取り扱いについて 

   振替払出証書裏面の注意事項を必ずお読みください。 

振替払出証書の有効期限について 

   振替払出証書の有効期限は６カ月です。証書表面右上に記載されています。 

もし、支払い期限までにお受け取りになれなかった場合は、証書を持ってゆ

うちょ銀行または郵便局の窓口にご相談ください。 

振替払出証書の汚れや破損により、記載事項がわからなくなった場合 

   振替払出証書を持ってゆうちょ銀行または郵便局までお持ちいただき、再交付

の申請を行ってください。 

振替払出証書を紛失してしまった場合 

   ゆうちょ銀行または郵便局もしくは下記の事務局までご連絡ください。 

振替払出証書が届かなかった場合 

   ７月になっても届かない場合は、お手数をおかけしますが事務局までご連絡く

ださい。 

〒685-8585 島根県隠岐郡隠岐の島町城北町１番地 

隠岐の島ウルトラマラソン実行委員会 事務局  

             TEL：08512-2-8575 FAX：08512-2-4997 

Mail：okiultra@town.okinoshima-shimane.jp  

代理人が換金される場合 

   振替払出証書表面の「受取人記載欄」に、代理人の住所・氏名をご記入の上、

押印してください。 

   振替払出証書裏面の「委任欄」に代理人の氏名、および委任者（お客様ご本人）

の住所・氏名をご記入の上、ご本人様が押印してください。 

   振替払出証書と代理人ご自身の本人確認書類（運転免許証、健康保険証等）を

用意し、ゆうちょ銀行または郵便局までお持ちください。 


